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資料１

ペットフードの安全確保に関する検討の経緯

１ 背景

昨年３月、メラミンを原料に含むペットフードに起因する犬や

猫の死亡事件が米国で発生し、６月には我が国でもメラミンを含

むペットフードが輸入販売されていたことが判明した。こうした

、 、事態を踏まえ 同年８月２０日に農林水産省及び環境省が共同で

ペットフードの安全確保について幅広く検討することを目的とし

て、有識者からなる「ペットフードの安全確保に関する研究会」

を設置した。

２ 研究会の開催状況

（１）合計５回の研究会を開催し、ペットフードの製造、輸入、流

通の実態及び安全確保の取組の現状等について、関係者からの

ヒアリングを交えながら意見交換を実施

（２）第５回研究会（昨年１１月３０日に開催）では、ペットフー

ドの安全確保のため、法規制を導入すべきとの意見を柱とする

中間とりまとめを行った。

３ パブリックコメントの実施

昨年１２月３日から本年１月４日まで、中間とりまとめに関す

るパブリックコメントを実施し、２７の個人又は団体からの意見

の提出があった。

４ 法規制の検討

研究会の中間とりまとめを踏まえ、農林水産省及び環境省にお

いてペットフードの安全確保に関する法制化について検討中。


